
初任者研修主催事業者 受講者 福祉人材センター

①募集 ②参加申込み

③補助金対象者の確認

→福祉人材センターに求職登録する（介護職を希望することの確認）
→受講者が求職者支援制度や公共職業訓練所による研修との併用不可
→受講者が市町村から補助を受けることは不可
→主催者が市町村の同一事業で委託を受けることは不可

④研修
⑤派遣依頼 ⑥福祉人材センター職員派遣

⑦福祉人材センターからの説明後、求職登録

⑧求職登録

⑨人材センターからの登録手続き
完了通知の受領

⑩写しの提出

⑪研修修了

⑫実績報告を県へ提出

実績確認後に「対象外」とならない
よう、事前に学則、募集要項等
（※）を提出し、確認を受けてくだ
さい。

受講者が介護未経験者の場合

※補助金対象者の確認を事前に行いますので受講者が決定次第、補助金対象者名簿を学則とともに福島県社会福祉課へ提出してください。



初任者研修主催事業者 受講者 介護事業所等

①募集 ②参加申込み

③補助金対象者の確認

→介護職として就業3年未満の者
→受講者が求職者支援制度や公共職業訓練所による研修との併用不可
→受講者が市町村から補助を受けることは不可
→主催者が市町村の同一事業で委託を受けることは不可

④研修
⑥在職証明書の発行

⑦在職登録証の受領

⑧提出

⑨研修修了

⑩実績報告を県へ提出

実績確認後に「対象外」とならない
よう、事前に学則、募集要項等
（※）を提出し、確認を受けてくだ
さい。

受講者が介護職（１～3年目）の場合

⑤在職証明の発行依頼

※補助金対象者の確認を事前に行いますので受講者が決定次第、補助金対象者名簿を学則等とともに福島県社会福祉課へ提出してください。


